
令和６年１月 10日 

 

利用料金の改定について 

 

利用者の皆様へ 

 

 日ごろから当施設をご利用いただき、誠にあ

りがとうございます。 

 この度、令和５年 11月市議会において、公共

施設を利用する際の使用料等について、見直し

が行われました。 

それに伴って、令和６年４月１日から当施設

の利用料金も改定（値上げ）となります。 

 新たな利用料金は、秋田市と協議し、決定次

第お知らせしますので、今後も変わらぬご愛顧

のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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